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ASBJ、改正企業会計基準適用指針第30号｢収益
認識に関する会計基準の適用指針｣を公表
 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2021年3月26日、改正企業会計基準適用指
針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」（以下「本改正適用指針」
という）を公表しました。 

本改正適用指針では、電気事業及びガス事業における毎月の検針による使用
量に基づく収益認識に関して、見積方法に関する代替的な取扱いが設けられ
ています。 

本改正適用指針は、2020年12月25日に公開草案が公表され、これに寄せられ
たコメントの検討を経て公表されたものです。 

 

本改正適用指針のポイント 

 電気事業及びガス事業における毎月の検針による使用量に基づく収
益認識に関して、重要性等に関する代替的な取扱いにおいて、以下の
定めが設けられています。 

 月末以外の日に実施する検針による顧客の使用量に基づき顧客
に対する請求が行われる場合、決算月に実施した検針の日から
決算日までに生じた収益について、見積りを求める（すなわち、
月末以外の日に実施する検針による顧客の使用量に基づき収益
を認識する検針日基準は認められない）。 

 使用量の見積りについて、決算月の月初から月末までの送配量
を基礎として、その月の日数に対する未検針日数の割合に基づ
き日数按分により見積ることができる。 

 単価の見積りについて、使用量等に応じた単価ではなく、決算月
の前年同月の平均単価を基礎とすることができる。 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/implementation_guidance/y2021/2021-0326-02.html
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Ⅰ．本改正適用指針の公表の経緯 

企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（以下「会計基準」という）第96項
においては、会計基準における定めが明確であるものの、これに従った処理を行うこと
が実務上著しく困難な状況が市場関係者により識別され、その旨ASBJに提起された場
合には、公開の審議により、別途の対応を図ることの要否をASBJにおいて判断するこ
ととされています。 

ASBJでは、2020年8月17日に電気事業連合会より、2020年10月16日に一般社団法人日
本ガス協会より、それぞれ、検針日基準の適用に関する次の提起を受け、別途の対応を
図ることの要否等について審議が行われていました。 

電気事業及びガス事業においては、毎月、月末以外の日に実施する検針による顧客
の使用量に基づき収益計上が行われる実務が見られる（いわゆる検針日基準）。会計
基準第35項の定めに従えば、決算月の検針日から決算日までに生じた収益を見積る
ことになるが、これが実務的に困難であるとの理由で、検針日基準を代替的な取扱
いとして認めて欲しい。 

 

ASBJは2020年12月25日に、本改正適用指針と同様の内容を提案する公開草案を公表
しました。本改正適用指針は、公開草案に寄せられたコメントの検討を経て公表された
ものです。 

 

Ⅱ．本改正適用指針の概要 
企業会計基準適用指針第30号では、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、
財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、IFRS第15号「顧客との契約か
ら生じる収益」における取扱いとは別に、個別項目に対する重要性の記載等、代替的な
取扱いが定められています。 

前述の提起を受け、本改正適用指針では、電気事業及びガス事業における毎月の検針に
よる使用量に基づく収益認識に関して、代替的な取扱いにおいて、以下の定めが設けら
れました。 

（1）検針日基準適用の可否 

本改正適用指針では、検針日基準による収益認識を認めた場合、財務諸表間の比較可能
性を大きく損なわせないとは認められないことから、会計基準の定めどおり、決算月に
実施した検針の日から決算日までに生じた収益の見積りを求めることとされています。
すなわち、本改正適用指針では、検針日基準による収益認識は認められないこととなり
ます。 

（2）見積方法に関する代替的な取扱い 

本改正適用指針では、電気事業及びガス事業における決算月の検針日から決算日まで
に生じた収益の見積りは、通常、同種の契約をまとめた上で、使用量又は単価（若しく
はその両方）を見積って行われるものと考えられるとされています。また、使用量及び
単価の見積りについて、次の定めが設けられました。 

 使用量について  

決算月の月初から月末までの送配量を基礎として、気温、曜日等を加味して見積ること
が考えられる。ただし、気温、曜日等を加味することは実務的に困難である可能性があ
るため、その月の日数に対する未検針日数の割合に基づき日数按分により見積ること
ができることとする。  
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 単価について

電気事業及びガス事業では、契約の種類、使用量、時間帯等によって単価が変動
する料金体系を採用していることがあり、単価の見積りについては、使用量等に
応じて、それらの構成比の変動等を調整することが考えられる。ただし、このよ
うな調整を行うことは実務的に困難である可能性があるため、決算月の前年同月
の平均単価を基礎とすることができることとする。

上記の見積方法を定めることにより、見積りの適切性の評価における財務諸表作成者
及び監査人の負担が軽減されることが期待されています。 

（3）適用時期

本改正適用指針は、2020年改正の会計基準の適用時期等と同様に、2021年4月1日以後
開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされています。 
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